
 

 
  

 
 

 
 
 
 

  共有地の分割                       

Ｑ：共有になっている宅地を分割しようと

思います。税務上の取扱いは、どのようにな

りますか？ 

                                              

Ａ：次のようになります。 

【解説】 

共有になっている宅地を分割することを、

共有物の分割といいます。 

共有物の分割の税務は、次のようになって

います。 

個人が他の者と土地を共有している場合に

おいて、その共有に係る一の土地について、

その持分に応ずる現物分割があったときには、

その分割による土地の譲渡はなかったものと

されており、さらに、分割されたそれぞれの

土地の面積の比と共有持分の割合が異なる場

合であっても、その分割後のそれぞれの土地

の価額の比が共有持分の割合におおむね等し

いときは、その分割はその共有持分に応ずる

現物分割に相当するのであるから留意すると

されています。 

したがって、共有となっている土地を共有

者において、共有物の分割をした場合には、

分割した後のそれぞれの土地の価額の比が共

有持分の割合におおむね等しいときは、面積

の比が違っていたとしても、共有持分に応ず

る現物分割がされたものとして、譲渡所得の

課税対象にはされないこととなっています。 
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